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令和５年第２回議会定例会報告

理事会・議会・監査委員（令和５年12月１日現在）

　令和５年８月24日(木)、令和５年第２回�

議会定例会が、小山浄水場管理本館（楢葉町）

で開催されました。

　条例の制定、令和４年度水道事業会計欠損の

処理及び決算の認定、工業用水道事業会計利益

の処分及び決算の認定及び令和５年度各会計補

正予算の７議案が上程され、慎重審議の結果、

いずれも原案のとおり可決されました。

新年のごあいさつ

双葉地方水道企業団理事会

企 業 長 松　本　幸　英 （楢葉町長）

副企業長 山　本　育　男 （富岡町長）

理　　事 遠　藤　　　智 （広野町長）

理　　事 吉　田　　　淳 （大熊町長）

理　　事 伊　澤　史　朗 （双葉町長）

双葉地方水道企業団議会

議　長 宇佐神　幸　一 （富岡町議会議員）

副議長 坂　本　　　洋 （楢葉町議会議員）

議　員 遠　藤　　　浩 （広野町議会議員）

議　員 西　本　久　雄 （広野町議会議員）

議　員 関　本　範　貞 （楢葉町議会議員）

議　員 髙　野　匠　美 （富岡町議会議員）

議　員 石　井　和　弘 （大熊町議会議員）

議　員 武　内　正　則 （大熊町議会議員）

議　員 高　萩　文　孝 （双葉町議会議員）

議　員 小　川　貴　永 （双葉町議会議員）

双葉地方水道企業団監査委員

代表監査委員 坂　本　和　久 （富岡町）　

監査委員 松　本　和　也 （楢葉町）　

　新年を迎え、謹んで年頭のご挨拶を申し上げますとともに、 
平素より当企業団の業務に特段のご理解、ご協力を賜り、厚く 
御礼を申し上げます。
　昨年は、特定復興再生拠点区域内関連事業における配水管の 
健全性の確認や、近年の異常気象で増加しております突発的な 
災害に対応できる体制づくりを強化してまいりました。今年も 
引き続き、双葉地方の復興・地域振興のため、「安心・安全な水を 
安定的に供給する」という使命を果たせるよう、事業を推進して
まいります。
　新型コロナウイルス感染症は感染症法上の位置づけが、「５類

感染症」に変更され、社会経済活動が平時に戻りつつありますが、季節性インフルエンザとの同時
流行が懸念されております。感染防止対策として最も効果があり、誰でも簡単にできる「手洗い・
うがい」で、身近な水道水を感染予防にお役立ていただければ幸いです。
　最後になりますが、今年一年の皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。

双葉地方水道企業団
企業長　松 本 幸 英
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令和４年度決算の概要

水
道
事
業
会
計

その他
146,438

水道料金
327,108

賠償金
396,894

固定資産売却益
6,464

長期前受金戻入
492,865

純損失
207,399

減価償却費など
860,811

その他
18,437

借入金の利息
43,070

維持管理費
416,939

人件費
237,911

支出
1,577,168

収入
1,369,769

収支不足額
378,484

固定資産売却代金
8,986

その他
38,007

建設改良費など
486,403

借入金の元金返済
220,395

支出
709,053

収入
330,569

補助金・交付金など
283,576

単位：千円
（消費税込）

単位：千円
（消費税抜）

その他
2,255

▪収益的収支▪
（水道水を作りお届けするための収入と支出）

▪資本的収支▪
（水道施設を整備するための収入と支出）

　収益的収支の収入合計は13億6,976万9千
円、支出合計は15億7,716万8千円で、2億
739万9千円の純損失となりました。この純
損失は、前年度からの繰越欠損金8億3,178
万9千円と合算し、未処理欠損金として翌年
度へ繰り越しました。

　資本的収支の収入合計は3億3,056万9千
円、支出合計は7億905万3千円で、3億7,848
万4千円の収支不足が発生しました。この収
支不足額は、内部留保されている資金（減価
償却費などの現金を伴わない費用）で補てん
しました。

令和４年度
資金不足比率
について

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」第22条第１項に基づき、資金不足比率
及びその算定基礎となる書類について監査委員に審査していただきました。
　また、監査委員の意見として、令和４年度資金不足比率については、水道事業、工
業用水道事業ともに資金不足は生じていない結果となり、この比率の算定においては、
その過程に誤りがなく、算定の基礎となった決算書についても適正に調製されていると
の意見を監査委員よりいただき、令和５年第２回議会定例会にて報告いたしました。



単位：千円
（消費税込）

単位：千円
（消費税抜）

水道料金
228,134

補助金など
209,949

賠償金など
4,032

減価償却費など
294,204

純利益
140,560

借入金の利息
29,364

維持管理費
118,128

人件費
20,096

その他
5,389

長期前受金戻入
165,626 借入金の元金返済

244,265

建設改良費
36,861

収支不足額
281,126

支出
281,126

収入
0

支出
467,181

収入
607,741

工
業
用
水
道
事
業
会
計

▪収益的収支▪
（工業用水を作りお届けするための収入と支出）

▪資本的収支▪
（工業用水道施設を整備するための収入と支出）

　収益的収支の収入合計は6億774万1千円、
支出合計は4億6,718万1千円で、1億4,056
万円の純利益となりました。この純利益は、
借入金返済のために積み立てました。

　資本的収支の支出合計は2億8,112万6千
円で、同額の収支不足が発生しました。この
収支不足額は、減債積立金や内部留保されて
いる資金（減価償却費などの現金を伴わない
費用）で補てんしました。
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水道管の
 　　　　 を防ぎましょう凍結 破裂

凍ると大変！
水道管が凍りやすくなるのは…

◦�最低気温が－４℃以下に�
なるとき

◦�留守にしてしばらく水道を�
使用しないとき

水道水が使えない!!
寒い日が続き凍結・破損が増えると、すぐに
水道業者が来られないことも。

解氷作業や修繕にお金がかかる!!
ご家庭の水道管はお客様の財産です。

�解氷作業や修繕にかかる費用は、お客様の
負担になります。

令和５年１月24日（火）から２月１日（水）にかけての寒波では、
企業団管内で50件を超える凍結・漏水被害が発生しています。令和５年１月寒波のときは…

メーターや屋外水栓の水抜き・保温
●メーターの保温

◦�金属製蓋のメーターボックスの中
に発泡スチロールなどの保温材を
入れましょう。

◦�樹脂製蓋のメーターボックスには
凍結対策品もありますが、凍結が
心配なときは保温材を入れましょ
う。

保温材（布類や発泡スチロールなど）

水の流れ

止水栓 水道メーター 逆止弁

●屋外水栓の水抜き・保温 ●凍結して水が出ないとき
そのまま自然に解凍するまで待つのが一番です
が、お急ぎなどやむを得ない場合には、凍ってし
まった部分にタオルや布などをかぶせて、その上
からゆっくりとぬるま湯をかけてください。
熱湯を急にかけると、水道管や蛇口が破損する�
おそれがあります。

●水道管が破裂してしまったら
メーターボックス内の止水栓（バルブ）を閉めて、
水を止めてください。
破損した部分に布かテープをしっかり巻き付け応
急処置をしてから、すぐに水道業者に連絡して修
理しましょう。

◦�水抜栓があるときは、必ず水抜きを
しましょう。
◦�むき出しになっている水道管は、発
泡スチロール製などの保温材で保温
してください。また、水道管用の凍結
防止ヒーターを使用することも効果
的です。

発泡スチロールや
布類

ビニールテープ

－4℃

 　こんなときは注意

【担当：総務課営業係 TEL 0240-25-5323】

“凍結させないこと” が大切です!! 水抜きや保温など事前の対策をお願いします
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10月から「使用水量のお知らせ」が変わりました

ご家庭の蛇口から出る水道水の放射性物質検査を行っています

防災訓練を実施しました

　令和５年10月から始まった消費税のインボイス制度に対

応し、お客さまに発行している「使用水量のお知らせ」が右

の例のとおり一部変更となりました。

　今回の変更で新たに、「適用税率」「税率ごとに区分した消

費税相当額」「発行事業者の登録番号」を記載しております

が、水道料金等の計算方法が変更になるものでは

ありませんので、ご安心ください。

　なお、下水道事業者の登録番号につきましては、

媒介者交付特例の適用により、水道事業者である

当企業団の登録番号のみを記載しております。

なお、インボイス
制度について詳し
くは、国税庁ホー
ムページでご確認
ください。 【担当：総務課営業係 TEL 0240-25-5323】

　企業団では、水道をご使用されているお客様を対象に、水道水を安心し

てお使いいただくため、ご家庭の蛇口から出る水道水の放射性物質検査

を行っています。検査をご希望される方は、下記までご連絡ください。

〈申込締切〉　令和６年２月29日（木）17時まで
� 【担当：施設課浄水係 TEL 0240-25-5341】

令和５年７月20日（木）　雷による大規模停電と豪雨を想定して実施

追
記
箇
所

追
記
箇
所

いつ起こるかわからない“災害”に備えて
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復旧作業等についてのご協力のお願い
〈復旧作業についてのお願い〉
　給水区域内の本格的な水道復旧をめざし、給水に必要な通水試験や漏水調査を順次
実施していますが、配水管修理や水道メーター付近の調査・止水作業のため、職員並び
に水道業者がお客様の敷地内へ立入りさせていただく場合があります。
　早期復旧をめざし修繕工事等をすすめてまいりますので、引き続き皆様のご理解と
ご協力をお願いします。

〈メーター検針についてのお願い〉
　企業団では、毎月１日～８日の期間に水道メーター検針を行っています。効率的な検針の
ため、メーターボックス周辺に物を置かないなどのご協力をお願いします。
　また、検針の結果、水量の変動が大きい場合には、後日職員が訪問し漏水の有無や使用状
況の変化などについてお伺いすることがありますので、ご協力をお願いします。

　企業団では、新型コロナウイルス感染症のまん延以降、見学の受付を休止してきました。
　現在は見学の受け入れを再開しており、５月31日（水）に楢葉小学校の皆さん、９月28日（木）
に富岡小学校の皆さん、11月10日（金）に広野小学校の皆さんにご来場いただきました。

　案内する職員も、場内で聞く子どもたちの声に、思わず笑顔がこぼれていました。
　企業団では、随時見学を受け付けておりますので、個人・団体を問わず多くの皆さん
のご来場をお待ちしております。
� 【お問合せ：総務課総務係 TEL 0240-25-5315】

5月31日（水）楢葉小学校 9月28日（木）富岡小学校 11月10日（金）広野小学校
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↑富岡ならはスマートIC

県道いわき浪江線

楢葉町役場

セブンイレブン

小山広域浄水場
　　　　　入口

↓広野

双葉地方水道企業団
管理本館

常
磐
自
動
車
道

木
戸
川
橋

長
瀞
橋

木戸川

小学生の声が浄水場に戻ってきました!!小学生の声が浄水場に戻ってきました!!

●双葉地方水道企業団連絡案内●
〒979-0515 �福島県双葉郡楢葉町大字上小塙字小山6-2�

TEL�：0240-25-5315（代表）�
FAX�：0240-25-5385�
URL�：https://www.f-mizu.jp

お問合せ内容 問い合せ先（TEL）

◦水道の使用開始、休止
◦水道料金、水道メーター検針 総務課営業係 0240-25-5323

◦水道工事、漏水、水質 施　 設 　課 0240-25-5341

◦給水装置（給水管や蛇口など）工事 施設課給水係 0240-26-0911
【開庁時間】
8時30分～ 17時15分（平日）


